
対 象 者

予防接種日現在、

尾花沢市に住所を有する方で、高校１年生(相当年齢)から64歳までの方
※職場等で助成制度がある場合は、職場等の制度をご利用ください｡

接種期間
(助成対象期間)

令和２年10月１日(木)～令和３年１月31日(日)

※上記期間以外で接種した場合は助成が受けられません
※今年度は、重症化リスクの高い65歳以上の高齢者が優先に接種できるよう、
65歳未満の方は10月26日以降の接種に、ご協力をお願いします。

助成金額 1,900円､ または接種料金のいずれか低い額(１回のみ助成)

申請窓口
申請期間

(窓口) (申請期間)
健康増進課 健康指導係 • 令和２年10月１日～令和３年３月31日

申請時持ち物

①領収書(支払った金額がわかるもの)及び接種済証等
(予防接種名、接種者氏名、接種年月日、接種料金が確認できるもの)
②申請者名義の振込先通帳の写し(表紙ではなく通帳の見開きのページ)
③朱肉用印鑑
④大人のインフルエンザ予防接種費用助成金交付申請書
(健康増進課窓口、または市ホームページからダウンロードできます。)
※予防接種の予約や予診票の記入等は、直接医療機関で行ってください。

接種場所 医療機関の指定はありません

大人のインフルエンザ予防接種費用を助成します
高校１年生(相当年齢)から64歳までの方のインフル

エンザ予防接種費用を一部助成します。
新型コロナウイルス感染症が拡大する中、今後はイ
ンフルエンザの同時流行も懸念されます。予防接種で
重症化を防ぐことができますので、ぜひ予防接種費用
助成をご利用ください。

◆お問い合わせ 健康増進課 健康指導係【内線620】

※接種当日１歳から中学３年生及び65歳以上の方も、上記の期間内で1,900円の予防接種費用助成
を受けられますが、接種対象者によって申請方法等が異なりますので詳細は市報おばなざわ９月
15日号をご確認ください。

注意事項

１歳から中学３年生
(こどものインフルエンザ予防接種)

65歳以上の方
(高齢者インフルエンザ予防接種)

金 額 1,900円または接種料金のいずれか低い額
接 種 回 数 １回または２回 １回
助成申請方法 原則受診した医療機関でその場で助成を受けられます。
接 種 場 所 北村山地区内指定医療機関 県内指定医療機関

大人のインフルエンザ予防接種費用を助成します大人のインフルエンザ予防接種費用を助成します

【市報・おばなざわ 2020.10.１】お知らせ版－❷❸－お知らせ版【市報・おばなざわ 2020.10.１】

市からのお知らせ 市からのお知らせ

市民向け旅行支援事業のお知らせ市民向け旅行支援事業のお知らせ
お得に日帰り・宿泊旅行を楽しもう♪お得に日帰り・宿泊旅行を楽しもう♪お得に日帰り・宿泊旅行を楽しもう♪

｢市民お出かけ応援事業｣を以下の割引キャン｢市民お出かけ応援事業｣を以下の割引キャン
ペーンと併用するともっとお得です。ペーンと併用するともっとお得です。
■併用できるキャンペーン／■併用できるキャンペーン／
①｢GoTo トラベルキャンペーン｣①｢GoTo トラベルキャンペーン｣
…宿泊料金または日帰り旅行料金の35％を…宿泊料金または日帰り旅行料金の35％を
割引するもの。割引するもの。

②｢県民泊まって元気キャンペーン｣②｢県民泊まって元気キャンペーン｣
…宿泊料金を最大5,000円割引するもの。…宿泊料金を最大5,000円割引するもの。

※宿泊旅行では、割引後の金額が１人１万円以※宿泊旅行では、割引後の金額が１人１万円以
上になる場合のみ併用可能となります｡上になる場合のみ併用可能となります｡
キャンペーンは何度もご利用できますが、クキャンペーンは何度もご利用できますが、ク
ーポンには上限があります。詳細は申込の際にーポンには上限があります。詳細は申込の際に
旅行会社までお問い合わせください。旅行会社までお問い合わせください。
■取扱旅行会社／■取扱旅行会社／
あけぼの観光㈱、㈱オーティービー、あけぼの観光㈱、㈱オーティービー、
大星旅行・旅っと大星旅行・旅っと

市民お出かけ応援事業について 他の旅行割引キャンペーンと
併用もできます！

※旅行会社も新型コロナウイルス感染症対策をしていますが、旅行者の皆さまも
こまめなうがい、手洗い、マスクの着用、密集・密接・密着を避けるなどの対
策を講じた上、旅行をお楽しみください。

問尾花沢市観光物産協会 ☎(23)4567／商工観光課 観光物産係【内線252】

市内の旅行会社を通して旅行をする市民に対して、市内の旅行会社を通して旅行をする市民に対して、
市内で使えるはながさ商品券を発行します。市内で使えるはながさ商品券を発行します。
■対象／尾花沢市民■対象／尾花沢市民
■内容／■内容／
以下の旅行に対し､はながさ商品券を発行します｡以下の旅行に対し､はながさ商品券を発行します｡
①宿泊を伴う個人旅行→１人あたり５千円分①宿泊を伴う個人旅行→１人あたり５千円分
②日帰り団体バス旅行→１人あたり３千円分②日帰り団体バス旅行→１人あたり３千円分
③宿泊を伴う団体バス旅行→１人あたり８千円分③宿泊を伴う団体バス旅行→１人あたり８千円分
※宿泊は１人１万円以上、団体バス旅行は８人以上※宿泊は１人１万円以上、団体バス旅行は８人以上
が該当します。が該当します。

■条件／■条件／
令和３年３月15日までの間に旅行をすること。令和３年３月15日までの間に旅行をすること。
※ビジネスでの利用は除く。※ビジネスでの利用は除く。
■申請方法／■申請方法／
市内の旅行会社(あけぼの観市内の旅行会社(あけぼの観
光㈱、㈱オーティービー､大光㈱、㈱オーティービー､大
星旅行・旅っと)に旅行の相星旅行・旅っと)に旅行の相
談をしてください。談をしてください。

市報９/15掲載内容
抜 粋


